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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第69期

第３四半期
累計期間

第70期
第３四半期
累計期間

第69期

会計期間

自2018年
12月１日
至2019年
８月31日

自2019年
12月１日
至2020年
８月31日

自2018年
12月１日
至2019年
11月30日

売上高 （千円） 5,200,407 5,683,627 7,597,027

経常利益又は経常損失（△） （千円） △15,496 205,699 184,947

四半期（当期）純利益 （千円） 11,630 89,782 141,053

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 819,965 819,965 819,965

発行済株式総数 （株） 1,057,980 1,057,980 1,057,980

純資産額 （千円） 3,097,422 3,293,575 3,263,372

総資産額 （千円） 6,796,846 7,549,072 7,525,416

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 13.52 104.22 163.89

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 25 25 50

自己資本比率 （％） 45.6 43.6 43.4
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回次
第69期

第３四半期
会計期間

第70期
第３四半期
会計期間

会計期間

自2019年
６月１日
至2019年
８月31日

自2020年
６月１日
至2020年
８月31日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △178.04 △42.34

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、四半期財務諸表等規則第12条の規定により、関連会社の損益等に重要

性が乏しいため記載を省略しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

 

２【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに関連する
測量、建設計画、設計等の業務および工事を主な事業としております。事業内容の性質上、人が密集する等、一般的
に新型コロナウイルス感染症の影響を受けると考えられる事柄との関係性は低い事業であり、現時点では着工中案件
の中断等はありません。当社では、当社社員をはじめとする関係者の安全を最優先とする方針のもと、在宅勤務・時
差通勤等を推奨し、予防や拡大防止に対して適切な管理体制を構築して対応しております。
　ただし、今後新型コロナウイルス感染症の影響が長期に渡る場合などには、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性
があります。
 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

①経営成績の概況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げにより一部に弱い動きが見られるものの、雇

用・所得環境や設備投資などが横ばい圏で推移するなど、堅調なスタートを切りました。しかしながら、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大問題が発生したことで、インバウンド需要の落ち込みや企業活動が制限される等、雇

用・所得環境の悪化や個人消費の落ち込みが懸念されております。国外情勢においても、米中貿易摩擦問題や中

東・北朝鮮などの地政学リスク、米欧での政治的混乱を受けた国際金融市場の動揺に加え、こちらも新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大問題が世界的な広がりを見せ、国内情勢と同様に不透明な状況で推移しました。

当社を取り巻く建設コンサルタントおよび地質調査業界におきましては、災害復興関連業務のほか、2018年12月

に「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」が国により策定され、特に緊急に実施すべきハード・ソフ

ト対策については、３年間で集中的に実施することとされたことから、当該分野への投資が堅調に推移すると期待

されますが、さらなる受注競争の激化が予想されます。

当社は事業内容の性質上、一般的に新型コロナウイルス感染症の影響を受けると考えられる事柄との関係性は低

い事業であり、現時点では着工中案件の中断等は無いものの、当社社員をはじめとする関係者の安全を最優先とす

る方針のもと、在宅勤務・時差通勤等を推奨し、予防や拡大防止に対して適切な管理体制を構築して対応しており

ます。

このような状況下においても、当社はコア技術を活かした点検、診断、維持対策工法検討など予防保全業務に注

力するとともに、地質リスクに対応した保有・先端技術を活かした提案力をもって、震災および豪雨災害等の復興

と国土強靭化推進業務をはじめとする自然災害・防災関連等の業務、道路・下水道維持管理をはじめとするインフ

ラメンテナンス業務、再生可能エネルギー、海洋資源開発等、関連業務に全社員協力一致のもと取り組んだ結果、

当第３四半期累計期間の経営成績は、次のとおりとなりました。

受注高は、期首より堅調に推移したことに加え、大型案件確保が寄与し、72億56百万円（前年同四半期比19.3％

増）となりました。

売上高は56億83百万円（前年同四半期比9.3％増）、営業利益１億33百万円（前年同四半期は営業損失62百万

円）、経常利益２億５百万円（前年同四半期は経常損失15百万円）、四半期純利益は89百万円（前年同四半期比

671.9％増）となりました。

 

②売上高の季節的変動について

当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門との取引率が高いことから、納期の関係もあり、売上高・

利益ともに第２四半期と第４四半期に集中するという季節変動の傾向があります。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

　資産合計は、前事業年度末に比べ23百万円増加し、75億49百万円となりました。その主な増減内訳は、完成調査

未収入金の減少８億44百万円、現金及び預金の増加９億円等であります。

（負債）

　負債合計は、前事業年度末に比べ６百万円減少し、42億55百万円となりました。その主な増減内訳は、短期借入

金の減少３億円、未払費用の減少１億61百万円、未成調査受入金の増加４億55百万円等であります。

（純資産）

　純資産合計は、前事業年度末に比べ30百万円増加し、32億93百万円となりました。その主な増減内訳は、利益剰

余金の増加45百万円、その他有価証券評価差額金の減少15百万円等であります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

　当社の調査コンサルタントとしての業務は、その全てが高度な技術力によって支えられており、その向上と新分

野、新技術の開発は不可欠なものであります。この為当社は、地盤に関連した広範囲な課題に対する最適なソ

リューションを提供することを目的として、国、独立行政法人、大学等の研究機関ならびに民間の研究機関との連

携による共同研究開発を積極的に進めており、研究開発費の執行状況は15,598千円であります。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,400,000

計 3,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020年10月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 1,057,980 1,057,980

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 1,057,980 1,057,980 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2020年６月１日～

2020年８月31日
－ 1,057,980 － 819,965 － 826,345

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができませんので、直前の基準日（2020年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2020年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）（注） 普通株式 196,400 276 －

完全議決権株式（その他） 普通株式 856,800 8,568 －

単元未満株式 普通株式 4,780 －
１単元(100株)未満の

株式

発行済株式総数  1,057,980 － －

総株主の議決権  － 8,844 －

（注）「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式数には、「株式給付信託（ＢＢＴ）」の導入に伴い、資産管理

サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する27,670株（議決権の数276個）が含まれております。なお、当

該議決権の数276個は、議決権不行使となっております。なお、2020年７月27日を効力発生日として、資産管理

サービス信託銀行株式会社及びＪＴＣホールディングス株式会社を消滅会社、日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社を存続会社とする吸収合併を行っており、同日付で日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社から株式

会社日本カストディ銀行に商号を変更しています。

 

②【自己株式等】

    2020年８月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

川崎地質株式会社
東京都港区三田二

丁目11番15号
168,800 27,600 196,400 18.56

計 － 168,800 27,600 196,400 18.56

 

（注）他人名義で所有している理由等

保有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度の

信託財産として27,600株保有

資産管理サービス信託銀行株式会社

（信託Ｅ口）
東京都中央区晴海１丁目８番12号

　2020年７月27日を効力発生日として、資産管理サービス信託銀行株式会社及びＪＴＣホールディングス株式会社を消滅

会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社を存続会社とする吸収合併を行っており、同日付で日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社から株式会社日本カストディ銀行に商号を変更しています。

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2020年６月１日から2020年８

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2019年12月１日から2020年８月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2019年11月30日)
当第３四半期会計期間
(2020年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 730,878 1,631,784

受取手形 21,500 11,890

完成調査未収入金 2,552,393 1,707,533

未成調査支出金 833,858 888,926

材料貯蔵品 907 883

前払費用 58,394 55,090

その他 60,033 10,278

貸倒引当金 △262 △172

流動資産合計 4,257,702 4,306,214

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 570,642 550,664

機械及び装置（純額） 79,504 103,454

土地 1,505,183 1,505,183

その他（純額） 155,417 201,516

有形固定資産合計 ※１ 2,310,748 ※１ 2,360,819

無形固定資産 76,934 93,207

投資その他の資産   

投資有価証券 436,506 367,353

繰延税金資産 137,555 143,601

その他 310,050 280,876

貸倒引当金 △4,081 △3,000

投資その他の資産合計 880,031 788,831

固定資産合計 3,267,714 3,242,858

資産合計 7,525,416 7,549,072

負債の部   

流動負債   

調査未払金 616,846 532,637

短期借入金 2,000,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 130,000

未払法人税等 78,821 36,500

賞与引当金 － 96,000

未成調査受入金 203,356 658,927

その他 474,995 260,109

流動負債合計 3,474,019 3,414,175

固定負債   

長期借入金 100,000 80,000

退職給付引当金 542,901 544,149

その他 145,122 217,173

固定負債合計 788,024 841,322

負債合計 4,262,044 4,255,497
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2019年11月30日)
当第３四半期会計期間
(2020年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,965 819,965

資本剰余金 826,345 826,345

利益剰余金 2,041,469 2,086,795

自己株式 △553,459 △553,531

株主資本合計 3,134,319 3,179,573

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 129,052 114,002

評価・換算差額等合計 129,052 114,002

純資産合計 3,263,372 3,293,575

負債純資産合計 7,525,416 7,549,072
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　2018年12月１日
　至　2019年８月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2019年12月１日
　至　2020年８月31日)

売上高 5,200,407 5,683,627

売上原価 3,767,464 4,051,720

売上総利益 1,432,942 1,631,907

販売費及び一般管理費 ※１ 1,495,133 ※１ 1,498,569

営業利益又は営業損失（△） △62,190 133,338

営業外収益   

受取利息 178 146

受取配当金 10,120 9,621

受取手数料 9,005 10,837

固定資産賃貸料 46,286 46,286

受取保険金 － 24,556

その他 2,567 3,885

営業外収益合計 68,157 95,332

営業外費用   

支払利息 15,324 15,371

リース支払利息 4,613 7,255

その他 1,524 343

営業外費用合計 21,463 22,971

経常利益又は経常損失（△） △15,496 205,699

特別利益   

固定資産売却益 104,208 －

投資有価証券売却益 － 308

特別利益合計 104,208 308

特別損失   

固定資産除却損 0 －

投資有価証券評価損 － 28,082

投資有価証券売却損 25,138 －

特別損失合計 25,138 28,082

税引前四半期純利益 63,573 177,926

法人税等 51,943 88,143

四半期純利益 11,630 89,782
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。

 

（四半期貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（2019年11月30日）

当第３四半期会計期間
（2020年８月31日）

1,775,731千円 1,816,914千円

 

（四半期損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

 
　前第３四半期累計期間
（自　2018年12月１日

　　至　2019年８月31日）

　当第３四半期累計期間
（自　2019年12月１日

　　至　2020年８月31日）

給料手当 633,385千円 671,831千円

法定福利費 114,939 114,601

旅費交通費 78,431 51,110

賞与引当金繰入額 128,433 140,889

退職給付費用 19,447 23,712

 

　２ 売上高の季節的変動

前第３四半期累計期間（自　2018年12月１日　至　2019年８月31日）及び当第３四半期累計期間　（自　

2019年12月１日　至　2020年８月31日）

　当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門との取引率が高いことから、納期の関係もあり、

売上高・利益ともに第２四半期と第４四半期に集中するという季節変動の傾向があります。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自 2018年12月１日
至 2019年８月31日）

当第３四半期累計期間
（自 2019年12月１日
至 2020年８月31日）

減価償却費 117,629千円 115,541千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2018年12月１日　至　2019年８月31日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年２月27日

定時株主総会
普通株式 22,230 25 2018年11月30日 2019年２月28日 利益剰余金

（注）2019年２月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）および株式給

付信託（BBT）制度」が保有する当社株式に対する配当金2,370千円が含まれております。

 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年７月11日

取締役会
普通株式 22,229 25 2019年５月31日 2019年８月９日 利益剰余金

（注）2019年７月11日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）および株式給付信

託（BBT）制度」が保有する当社株式に対する配当金2,316千円が含まれております。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2019年12月１日　至　2020年８月31日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年２月27日

定時株主総会
普通株式 22,228 25 2019年11月30日 2020年２月28日 利益剰余金

（注）2020年２月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）および株式給

付信託（BBT）制度」が保有する当社株式に対する配当金2,316千円が含まれております。

 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年７月10日

取締役会
普通株式 22,228 25 2020年５月31日 2020年８月７日 利益剰余金

（注）2020年７月10日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）および株式給付信

託（BBT）制度」が保有する当社株式に対する配当金2,249千円が含まれております。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

EDINET提出書類

川崎地質株式会社(E04987)

四半期報告書

13/16



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2018年12月１日　至　2019年８月31日）

当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに

関連する測量、建設計画、設計等の業務および工事を営む単一事業の企業集団であることから、記載を省略

しております。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2019年12月１日　至　2020年８月31日）

当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに

関連する測量、建設計画、設計等の業務および工事を営む単一事業の企業集団であることから、記載を省略

しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　2018年12月１日
至　2019年８月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2019年12月１日
至　2020年８月31日）

１株当たり四半期純利益 13円52銭 104円22銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 11,630 89,782

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 11,630 89,782

普通株式の期中平均株式数（株） 860,442 861,454

（注）１．「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度に残存する当社の株式は、「１株当たり四半期純利益」を算定するための普

通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

なお、当第３四半期会計期間において控除した当該制度に残存する株式数は27千株であります。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

2020年７月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）第２四半期末配当による配当金の総額…………22,228,275円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………25円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2020年８月７日

（注）　2020年５月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年10月13日

川崎地質株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 福原　正三　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大屋　浩孝　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている川崎地質株式会

社の2019年12月１日から2020年11月30日までの第70期事業年度の第３四半期会計期間（2020年６月１日から2020年８月31

日まで）及び第３四半期累計期間（2019年12月１日から2020年８月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期

貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、川崎地質株式会社の2020年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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